
③経済危機対策（ひとり親家庭等対策の強化）

職業訓練等による資格・技能の取得支援

就業・社会活動困難者への訪問支援等の実施

母子寡婦福祉
貸付金の拡充

※この他、「緊急人材育成・就職支援基金
（仮称）」による事業等を活用し支援を実施

職業紹介等を行う企業等によるひとり親家庭の就業支援

ひとり親家庭等
の在宅就業支援

職業紹介等を行っている企業等に委託して、施設退所者
等に対する相談支援、就職活動支援、職場開拓等を行う

職業紹介等を行う企業等による婦人保護施設等の退所者等の就業支援

・資格がないので不安定な
就労からぬけ出せない

・養成機関に通う際の生活
費がない

職業訓練機会が充実されて
いても、子どもが預けられな
いので参加できない

高等技能訓練の受講時における給付の充実

・支給額の引き上げ（月額103,000円→141,000円）

・今後３年間に修学している者について、支給対象期間を
修業期間全期間とする。（現行：修業期間の後半の１／２）

母子家庭等修業・自立支援センターにおいて託児サービス
を提供（★）
（母子家庭等就業・自立支援センター 103か所）

子育てと生計２重の負担に
加え、厳しい雇用情勢により
就業が困難

職業紹介等を行っている企業等に委託して、相談支援、就
職活動支援、職場開拓等を行う（★）

母子家庭になり、地域との
結びつきが薄く、就業活動
や社会活動に踏み出せない

・福祉事務所等に臨時配置する戸別訪問員による相談支
援の実施、就業支援策の活用への結びつけ等

生活が苦しい
が、子育てのた
め、これ以上
パートを増やせ
ない

知識技能の習
得や生活に要
する費用、子ど
もの就学に要
する費用等に
ついて貸付けを
実施

ひとり親家庭等
による在宅就業
を積極的に支援
しようとする地方
自治体に対し助
成を行う（★）

○貸付利率の
引き下げ

○貸付条件の
緩和

精神的に傷を負っているこ
と等に加え、厳しい雇用情
勢により一層就業が困難

※生活保護世帯について、子どもの健全
育成のため、子ども（小・中・高校生）のい
る家庭への学習支援のための新たな給付
等を実施

★の事業については、父子家庭も対象。
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○母子家庭の母が看護師等の経済的な自立に効果的な資格を取得することを支援するため、高等技能訓練
促進費（修学期間の後半の１／２の期間）の支給額を引き上げる。【一般会計】

○特に現在の厳しい経済・雇用情勢を踏まえ、支給対象期間を修業期間の全期間に拡大するとともに特別
枠を設け支給人員を拡大する。【安心こども基金】

［対象資格］：看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、都道府県等の長が地域の実情に応じて
定めるもの

例）３年間の看護師養成コースを利用する場合（住民税非課税世帯）
12月 24月 36月18月０月

高等技能訓練の受講時における給付の充実

（
月
額
）
10
万
3
千
円

（
月
額
）
14
万
1
千
円

支
給
額
の
引
き
上
げ

（※

）

支給対象期間の延長
（１８か月→３６か月）

（ 現 行 ）

※ 住民税課税世帯についても、（月額）51,500円から月額70,500円へ引上げ。

※ 支給対象期間の延長については、
「安心こども基金」を活用して実施
（平成２３年度の入学者までを対象

の特別な給付）
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職業訓練受講時の託児サービスの充実
【安心こども基金】

ひとり親（母子家庭・父子家庭）

職業訓練校等

託児の実施

託児の申し込み
母子家庭等就業・自立支援センター

（都道府県、指定都市、中核市）
実施自治体：103自治体

職業訓練へ参加

現在の厳しい経済・雇用情勢に対応するため、母子家庭の母を含む就業困難者に対する職業能力形成機会の拡充が図

られているが、ひとり親家庭が職業訓練に参加する上で託児サービスの充実が不可欠である。

このため、職業訓練に参加するひとり親の子どもの託児サービスを母子家庭等就業・自立支援センターにおいて提供

する。

※併せて、市町村単位での託児サービス充実を図るため、母子家庭等日常生活支援事業において事務費の見直し（研修経費、託児場所の

借上代等の追加等）を行う。

職業訓練の
情報収集等

・緊急人材育成就職支援基金（仮称）
・委託訓練活用型デュアルシステム

（21年度予算で拡充）
により充実

ハローワーク
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職業紹介等を行う企業等によるひとり親家庭の就業支援
【安心こども基金】

・個々の親に合った就職先の開拓

・就職後の職場訪問

※ 母子家庭の就業率は８４．５％であるが、常用雇用率は４２．５％である。（平成18年度）
母子世帯の平均年間収入は213万円（平成17年度）

※ 母子家庭の母は、就業経験が尐なかったり、結婚、出産等により就業を中断するなど、その就職・再就職に困
難を伴うことが多い。

○ このような者に対して、適切な就業環境を与えるとともに適切な支援を行い社会的自立を目指すために、職場

開拓、面接等のアドバイス、就職後の相談等を職業紹介等を行っている企業に委託して行う。

就職先企業

事業の実施者
（都道府県等）

・職業紹介等を行う企業
・都道府県福祉人材センター
・就業支援のノウハウのある法
人・ＮＰＯ等

通常の就業が困難なひとり親（母子家庭・父子家庭）

・相談支援

・面接等のアドバイス

・就職後の相談支援

・個々の親の就職に対する適正の調査

委託

就職・社会的自立

103か所（母子家庭等就業・自立支援センター設置単位）

現下の厳しい雇用情勢の中、子育てと生計の維持という二重の負担を抱えるひとり親家庭にとっては、一層就職が難し
い状況となっている。
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就業・社会活動困難者への戸別訪問の実施
【安心こども基金】

地域との結びつきが薄く、引きこもりがちであるなど就職活動に至らない母子家庭については、母子自立支

援プログラム策定等事業などの就業支援策等に適切に結びつけていくことが必要であるが、母子家庭を取り巻

く経済・雇用情勢が厳しいこの時期においては、通常にもましてきめ細かい支援が求められる。

このため、戸別訪問による相談支援を行い、就業支援策への移行後についても、引き続き訪問による状況確

認等の支援を行うことにより、自立をサポートする。

また、自立支援プログラム策定後の就業活動を支援するため、就業活動支度の費用について支援する。

地方公共団体
（都道府県・市・福祉事務所設置町村）

※873自治体

訪問員

・悩み事に対する相談支援
・話し相手
・各種支援策の情報提供
・地域活動参加時の付き添い 等

母子家庭

戸別訪問
状況確認等

就 業

ボランティア活
動等による地
域参加
（平成２０年度よ

り導入）

母子自立支援プログラム策定等事業

自立支援策
の利用

母子福祉団体

ＮＰO

連 携

プログラム策定員

ハローワーク

就業活動支度
の支援
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ひとり親家庭等の在宅就業支援事業のイメージ図

○業務内容

①HP作成

②在宅就業者の募集

③業務の配分・事後処理

④技術的助言

①受注業務の開拓

②発注企業等のシステム改修支援

③優先発注を行う企業等のPR 
④母子家庭母等の研修、助言

⑤民間NPO支援

地元経済界

（経営者協会・
商工会議所等）

●事業パターン
①Ⅰ＋Ⅱの事業 ②Ⅱのみの事業

都道府県・市事業

官公庁・民間会社在宅
就業者

在宅
就業者

発注

Ⅰ：在宅就業支援センターは、在宅業務受注に伴うデータ処理支援

Ⅱ：サポートセンターは、受注業務の開拓等を行う支援事業

請負

連携

支援

Ⅰ．在宅就業支援センター Ⅱ．サポートセンター

ひとり親家庭等の就業
支援活動を行う民間NPO

【安心こども基金】
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母子寡婦福祉貸付金の拡充

生活が不安定な母子家庭等や自立に向けた活動を行う母子家庭等の資金需要に柔軟に応えることがで

きるよう、母子寡婦福祉貸付金において、貸付利子の引下げ、貸付け条件等の見直しを行う。

返済時の負担軽減のため、貸付利率について現行の３％から無利子に引き下げる。

（参考）有利子の貸付資金
生活資金※、住宅資金、転宅資金、結婚資金

※母子家庭となってから７年間を超えない期間（月額４万円、累計９６万円を超える金額に限る）、失業期間における貸付期間にお
ける貸付け

１．貸付利率の引下げ

○連帯保証人要件の緩和
連帯保証人の確保が困難な母子家庭の実情を考慮し。連帯保証人のない場合も貸し付けを認める。
（ただし、その場合は有利子貸付（１．５％）とする。）

※修学資金、修業資金、就職支度資金（子に係るものに限る）及び就学支度資金については、
①親に貸付ける場合は、現行どおり子を連帯債務者とし、連帯保証人については新たに不要とする。
②また、子に貸付ける場合は、現行どおり親を連帯保証人とし、
①及び②の両方の場合について、利子については引き続き無利子とする。

○技能習得資金、修業資金、生活資金（技能修得期間中）の貸付期間の延長
３年を超える修業に対応するため、貸付期間を３年以内から５年以内に延長する。

２．貸付け条件の見直し

貸付けに係る事務費に充当できる利子等の収入の割合について、現行の２／３から１０／１０へ引き上げる。

３．事務費に充当できる利子等の収入の割合の引上げ
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環境改善

○簡易な改修工事・設備整備・備品
設置に対する補助

○職業紹介等を行う企業等による就業支援

４７か所（都道府県に1か所）

就職先企業

退所(予定)者

職場開拓
就職後の職場訪問等

相談支援等

・職業紹介等を行う企業
・都道府県福祉人材センター
・就業支援のノウハウのある
法人・ＮＰＯ等

○ 現下の厳しい雇用情勢の中、安定した就職が困難な婦人保護施設等の
退所者等にとっては一層就職が難しい状況となっている。

○ ＤＶ被害者等が、婦人保護施設等を退所した後、自立生活を送るにあたり、
アパート等の住居の確保や衣食等の生活必需品の準備などが必要不可
欠であるが、中でも経済的基盤の安定を図る上で、就職先の確保は最も
重要となっている。

○ 近年、食品の安全が脅かされる事件が多発 し
ており、食品の衛生管理が重要となっている。

○ 情報収集や就職活動において、パソコン操作
の技術を習得していることは、大変有効である。

対象施設：婦人保護施設等

※婦人保護施設・婦人相談所一時保護所（委託を含む）・母子生活支援施設在所者数：約1万２千人

ＤＶ対策の充実

婦人保護施設等の退所者等に対する就業支援

都道府県等

委託-
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婦人保護施設等の退所者（ＤＶ被害者等）等の自立支援
【安心子ども基金の対象事業の追加】

・個々の女性に合った就職先の開拓
・就職後の職場訪問

※ 婦人保護施設の在所者（ＤＶ被害者等）の約５割が、入所前は専業主婦もしくは無職。（厚生労働省家庭福祉課調べ）

※ ＤＶ被害者等が、婦人保護施設等を退所した後、自立生活を送るに当たり、アパート等の住居の確保や衣食等の生活
必需品の準備などが必要不可欠であるが、中でも経済的基盤の安定を図る上で、就職先の確保は最も重要。

○ このような者に対して、適切な就業環境を与えるとともに適切な支援を行い社会的自立を目指すために、職場

開拓、面接等のアドバイス、就職後の相談等を職業紹介等を行っている企業等に委託して行う。

就職先企業

事業の実施者
（都道府県）

・職業紹介等を行う企業
・都道府県福祉人材センター
・就業支援のノウハウのある法人・
ＮＰＯ等

通常の就業が困難な施設退所（予定）者

・相談支援

・面接等のアドバイス

・就職後の相談支援

・個々の女性の就職に対する適正の調査

委託

就職・社会的自立

47か所（都道府県に1か所）

現下の厳しい雇用情勢の中、安定した就業が困難な婦人保護施設等の退所者等にとっては、一層就職が難しい状況と
なっている。
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婦人保護施設入所者等の生活向上のための設備整備
等による環境改善

簡易な改修工事・設備整備・備品設置に対する補助

婦人保護施設等の安全対策・環境改善

・老朽化遊具等の更新

・大型冷蔵庫、食器格納庫等の更新・購入

・カーペット敷・壁紙等の改修

・学習環境整備のためのパソコン購入

等

対象施設

婦人保護施設、婦人相談所（一時保護所含む）
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